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子ども未来部の機構

平成２０年４月創設



次世代育成支援 佐世保市行動計画
（後期行動計画）・・Ｈ22年度～26年度

次世代育成支援
対策推進法

（H15.7月成立）

H17年度から10年間の時限立法（H26年度まで）
５年間を一期とする「地域行動計画」の策定が義務
（佐世保市は、１年前倒しでH16年度からの計画策定）

次世代育成支援
佐世保市行動計画

（後期計画）

子どもと子育てに関して緊急に対応すべき課題や新た
な課題などについて、５年間に重点的に推進すべき施
策等の目標を具体的に定め施策の計画的な推進を図る
ために策定した。

前期計画
H16年度～

H21年度
後期計画
H22年度～

H26年度

政 策 「心豊かな人を育むまち」

重点目標①
子どもを安心して産み育てることの

できる環境の充実
重点目標② 地域での子どもと子育て支援

重点目標③ 子育てと仕事の両立支援



佐世保市の現状

合計特殊出生率
(15歳～49歳までの1人の女性が生涯に産む平均の子どもの数を示す) 単位：人

※ 日本が、人口を維持することができる出生率２．０８

平成２１年 平成２２年 平成２３年

出生数（本市） ２，２５５ ２,４７３ ２,３８６

15～49歳の女性数 ４９，３７７ ５０,５９７ ４９,５５５

佐世保市 １.６３ １.７７ １.７３

長崎県 １.５０ １.６１ １.６０

国 １.３７ １.３９ １.３９



就学前児童の保育所・幼稚園の利用状況（佐世保市：平成25年5月1日現在）

在宅児童数、保育所利用児童数、幼稚園利用児童数

年令
未就学児
童数（人）

在宅児
童数
（人）

保育所利用児童数（人）Ａ幼稚園利用児童数（人）Ｂ
認可外保育所

（人）Ｃ
保育所・幼稚園・認可外
利用児童（人）Ａ＋Ｂ+Ｃ

全体 公立 私立 全体 公立 私立 全体 私立 全体 公立 私立

０歳児 2,348 1,913 391 21 370 0 0 0 44 44 435 21 414 

１歳児 2,386 1,342 947 56 891 0 0 0 97 97 1,044 56 988 

２歳児 2,437 1,197 1,043 71 972 23 0 23 174 174 1,240 71 1,169 

３歳児 2,388 332 985 80 905 970 15 955 101 101 2,056 95 1,961 

４歳児 2,381 60 975 91 884 1,259 69 1,190 87 87 2,321 160 2,161 

５歳児 2,400 23 1,038 87 951 1,267 115 1,152 72 72 2,377 202 2,175 

全体 14,340 4,867 5,379 406 4,973 3,519 199 3,320 575 575 9,473 605 8,868 

在宅児童割合、保育所利用児童割合、幼稚園利用児童割合

年令
未就学児
童割合
（％）

在宅児
童 割
合（％）

保育所利用児童割合
（％）Ａ

幼稚園利用児童割合（％）
Ｂ

認可外保育所
（％）Ｃ

保育所・幼稚園・認可外
利用児童（％）Ａ＋Ｂ+Ｃ

全体 公立 私立 全体 公立 私立 全体 私立 全体 公立 私立

０歳児 100 81.5 16.7 0.9 15.8 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 18.5 0.9 17.6 

１歳児 100 56.2 39.7 2.3 37.3 0.0 0.0 0.0 4.1 4.1 43.8 2.3 41.4 

２歳児 100 49.1 42.8 2.9 39.9 0.9 0.0 0.9 7.1 7.1 50.9 2.9 48.0 

３歳児 100 13.9 41.2 3.4 37.9 40.6 0.6 40.0 4.2 4.2 86.1 4.0 82.1 

４歳児 100 2.5 40.9 3.8 37.1 52.9 2.9 50.0 3.7 3.7 97.5 6.7 90.8 

５歳児 100 1.0 43.3 3.6 39.6 52.8 4.8 48.0 3.0 3.0 99.0 8.4 90.6 

全体 100 33.9 37.5 2.8 34.7 24.5 1.4 23.2 4.0 4.0 66.1 4.2 61.8 
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就学前児童の保育所・幼稚園・認可外保育所の利用状況

(佐世保市：平成２５年５月1日現在)

在宅率

幼稚園利用率

保育所利用率

認可外保育所利用率



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（１）母子の健康支援と医療体制の確保

①安全で健やかな妊娠・出産への支援
□ 妊娠中、健やかに過ごし安全に出産ができるよう、妊婦一般健康診査の助成を

行っており、１４回分の健診費用を公費負担しています。
□ 妊婦相談、マタニティ学級、育児学級、プレパパ学級などの開催や訪問などに

よって、育児丌安を軽減しています。

＊妊婦相談（母子健康手帳交付）＊マタニティ学級 ＊プレパパ学級（両親学級）

□ 離島地域安心出産支援
離島地域の妊娠８週以降の妊婦が対象で、定期健診や出産のための交通費等、

また妊娠８か月以降の妊婦をやむを得ず緊急輸送する場合の移送費を助成するも
のです。

・交通費（船賃）１回８千円限度 ・出産のための宿泊費 1泊５千円上限

・５泊限度の費用の２/３を助成 移送費１０万円限度

H20年度 H24年度 H２６年度目標

マタニティ学級参加率 ４６％ ７９％ ７５％

プレパパ学級の開催回数 ８回 １２回 １２回

マタニティ学級満足度 ９２.１％ ９７.２％ １００％

離島地域安心出産支援事業利用率 ９３.３％ １００％ １００％
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１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（１）母子の健康支援と医療体制の確保

②乳幼児健康診査体制の充実
□ 母子の健康保持及び増進、乳幼児の心身の発達と発達障害等の早期発

見のため総合的な健康診査を実施しています。
＊乳児一般健康診査（医療機関委託１人 ２回） ＊４か月児健康診査
＊１歳６か月健康診査 ＊３歳児健康診査

③健康診査フォローアップ体制の充実
□ 育児支援が必要な母子に対して、育児相談や育児学級を開催し対応

しています。また、発達に心配がある子どもについては、経過健診
を行うとともに、親子教室を開催しフォローアップに努めています。

３歳児健診の受診率
H20年度 H24年度 H２６年度目標

８９.４％ ９４.１％ ９２％

H20年度 H24年度 H２６年度目標

育児学級の開催回数 １０回 ２０回 ２０回

親子教室の開催回数 １４０回 ３０５回 １８８回



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（１）母子の健康支援と医療体制の確保

④家族計画指導
□ 母子健康手帳交付時や相談、健診時に必要性のある方に対し、家族計

画指導を実施しています。
望まない妊娠や性感染症を防ぐための啓発を行っています。

⑤家庭訪問による支援
□ 訪問指導：育児負担が大きい低体重出生児への訪問
□ 乳児家庭全戸訪問：生後４か月までの乳児家庭を訪問
□ 養育支援：虐待の恐れやリスクを抱えた家庭への養育支援

15歳～49歳の人工妊娠中絶実施率
H20年度 H23年度 H２６年度目標

１７.５‰ １４.５‰ 全国平均

H20年度 H24年度 H２６年度目標

訪問指導（低体重出生児の把握率） ９５.８％ １００％ １００％

乳児家庭全戸訪問（訪問率） ８０.０％ ９２.３％ １００％

養育支援家庭訪問（終結した割合） ９７.６％ １００％ １００％



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（１）母子の健康支援と医療体制の確保

⑥小児救急医療体制の整備
□ 入院を要しない軽症救急患者を受け入れる「小児初期救急医療機関」

と入院を要する重症救急患者を受け入れる「小児２次救急医療機関」
が連携して対応しています。

＊小児初期救急医療：平日夜間（月～土)20時～２３時

日曜・祝日・年末年始１０時～１８時
（佐世保市立急病診療所）

＊小児２次救急医療：３６５日 佐世保市立総合病院において対応

⑦事故予防・SIDS予防
□ 子どもの応急手当・事故予防（ハンドブック)を作成し、配布するとと

もに、10か月児歯科育児相談会で事故予防健康教育を行っています。

⑧歯科保健
□ １０か月歯科育児相談会でのブラッシング指導や１歳６か月・３歳

児健康診査において、歯科医師による口腔内検査、歯科衛生士による
むし歯予防の指導を行っています。

また、保育所、幼稚園及び小学校における集団によるフッ化物洗口
の導入を推進し、市内の子どものむし歯の低減を図っています。

H20年度 H24年度 H２６年度目標

３歳児でむし歯を持たない者の割合 ６８.３％ ７４.８％ ７８％



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

※その他

□母子保健医療サービス
□ 小児慢性特定疾患対策事業

長期にわたり療養を必要とする児童が治療を受けられるよう医療費の助成を行う
もので、県への進達を行っています。

＊平成２４年度実績 申請者（新規） ６９件

□育成医療進達事務事業
身体に障がいを有する児童、又は現存する疾患が、これを放置すると将来におい

て障がいを残すと認められる児童で、手術で治療効果が期待できるものに医療費を
一部助成するもので、市で審査し、受給者証を交付しています。

＊平成２４年度実績 進達件数 ７６件

□不妊に悩む方への特定不妊支援事業
医療保険が適用されない特定丌妊治療（体外受精・顕微受精）の経費を一部助成

するもので、県への進達を行っています。＜通算５年間：所得制限有＞
＜１回につき上限１５万円、１年度目は年３回まで、２年度目以降は年２回まで＞

＊平成２４年度実績 進達件数 １８７件

□小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾患に対して、日常生活
用具を給付することにより、日常生活の便宜をはかるものです。

＊平成２４年度実績 ０件



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（２）子どもの健やかな成長の促進と思春期における保健対策の充実

①子どもに関する総合相談窓口
□ 子ども子育て応援事業
＊総合相談窓口の設置：福祉・教育・心理などの専門の相談員が各種の相談に応じ

るほか、児童虐待等の要保護児童支援行っています。
＊母子家庭等自立支援：就職に有利な資格取得の促進や適性相談などにより、母子

・父子家庭の父・母の就労支援を行っています。
＊子育て短期支援事業：保護者の急な病気・入院や仕事などで一時的に養育に欠け

る児童を、児童養護施設で預かります。
○ショートステイ事業：宿泊を伴うもの
○トワイライトステイ事業：仕事で遅くなる保護者のた

め、夕方の時間預かるもの
＊DVからの緊急避難：子がいる家庭のDV被害者への対応
＊助産施設：経済的理由により入院助産ができない人への支援（総合病院対応）

H20年度 H24年度 H２６年度目標

子ども子育て応援センター相談件数 ４，５４５件 ９，６７８件 ５，２００件

ショートステイ実施箇所数 ４か所 ４か所 ４か所

トワイライトステイ実施箇所数 ２か所 ２か所 ２か所



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（２）子どもの健やかな成長の促進と思春期における保健対策の充実

②思春期の健康と性の問題
□ 思春期の子どもが正しい知識をもつことで、意識が変わり自分で考え

て行動できる力を持つことができるよう、保育所、幼稚園、学校等に
おいて「いのちのお話会」等を実施しています。
＊いのちのお話会
＊いのちのお話会実践スタッフ養成講座

③思春期の心の問題（不登校児対策）
□ 思春期における悩み相談や丌登校など、青尐年教育センターや子ど

も子育て応援センター等の相談員が関係機関と連携のうえ解決に努め
ています。
＊佐世保市子ども安心ネットワーク協議会の設置

H20年度 H24年度 H２６年度目標

「いのちのお話会」を実施したことがあ
る保育所・幼稚園の比率 １７.２％ ４９.０％ ７０％

１０代の人工妊娠中絶実施率 １２.２‰ ９.２‰(23年度) 全国平均



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（２）子どもの健やかな成長の促進と思春期における保健対策の充実

④子どもとその家族への支援
□ 子どもの発達に対する理解と地域で支える「人」づくりを目的とし

て、子育て関係者や支援者のカウンセリング技術の習得とレベルアッ
プを図っています。

⑤子育てサポーター養成による育児家庭支援
□ 子育てサポーターの方には、育児学級などの子育て支援援助や乳幼

児健診での見守り、乳児家庭全戸訪問の家庭訪問員として活動してい
ただいています。

カウンセリング基礎講座延べ修了者数
H20年度 H24年度 H２６年度目標

５０１人 ６８８人 ７６０人

子育てサポーターとして家庭訪問員
や乳幼児健診で活動している人数

H20年度 H24年度 H２６年度目標

２８人 ４４人 ４５人



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（２）子どもの健やかな成長の促進と思春期における保健対策の充実

⑥子どもの健全な育成の推進
□ 食育の関心を高め、乳幼児期の食育を推進するため親子クッキングや

幼児食の講座等を実施しています。

H20年度 H24年度 H２６年度目標

離乳食講座と実習の参加者数 １５２人 １５２人 １６０人

食育講演会や幼児実習の参加者数 １１２人 ２４３人 ２００人



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（２）子どもの健やかな成長の促進と思春期における保健対策の充実

⑦子ども発達センターと地域における障がい児支援
□ 診療事業： おおむね１８歳までの児童を対象に、医師が心身の発達障がいやその

疑いのある子どもに対し診療を行っています。
□ 児童発達支援事業： 集団診療が必要とされた児童を対象に、保育士による小集団

保育訓練を行うことで、発達支援を行っています。
□ 地域子育て支援センター ：子育て中の親子を対象に、交流の場や育児相談、子育

て講演、子育て関連情報の提供などを行い子育て世帯の支援を行っています。
□ 障害児等療育支援事業： 子ども発達センター利用児が通園する保育所、幼稚園、

学校等の関係機関や在宅を訪問して、療育指導や相談事業等を行っています。
上記のほか、児童発達支援センター（旧 知的障害児通園施設）すぎのこ園や保育

所・幼稚園等において、地域における障がい児支援を行っています。

H20年度 H24年度 H２６年度目標

関係機関とのネットワーク会議 ２４回 ３４回 ３２回

特別支援教育対象者のうち発達センター利用
者の占める割合 ８８.２％ ８４.３％ １００％

障害児等療育支援事業における施設支援、訪
問療育指導件数 ６０３件 ５６３件 ６１０件

デイサービス登録者の年間利用予定者数に対
する延べ利用者数の割合 ４７.３％ ５７.５％ ６０％

小グループ保育「のびのび」の実施回数 ４０回 ４９回 ６０回

障がい児保育実施可能保育所数 １９か所 ４７か所 ４７か所



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（３）子育て世帯への経済的な支援

①乳幼児福祉医療制度
□ 一ヶ月ごと、病院ごとに自己負担額を超える部分を助成します。

《自己負担額 １日：８００円、２日以上１，６００円》

(ｲ)乳幼児福祉医療助成（❏H22年10月から現物給付方式）

小学校入学前まで（満６歳になった以後の最初の３月３１日まで）の乳幼児

(ﾛ)母子・父子福祉医療助成
20歳未満の児童を養育している母子・父子家庭の母・父、その子か父
母のいない子で、18歳未満又は、高等学校在学中の20歳未満の方
＊認定に際しては、所得制限があります。

(ﾊ)寡婦福祉医療助成
60才以上～70才未満で民法の定める扶養義務者と生計を共にしてい
ない前年分の所得税が課せられていない女性



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（３）子育て世帯への経済的な支援

②児童手当（平成24年3月まで子ども手当）
□ ０歳～中学校修了前までの児童を養育している保護者に手当を支給し

ます。
平成2４年4月１日から「児童手当」に変わりました。

＊０歳～３歳 一律 ・・・・・・・・・・・月額15,000円
＊３歳～小学校修了前（１子目・２子目）・・月額10,000円
＊ 〃 （３子目以降）・・・・月額15,000円
＊中学生 一律 ・・・・・・・・・・・月額10,000円
＊平成２４年６月分から所得制限が導入されました。

（所得制限該当児童：一律５,０００円）

（毎年６月に資格更新のため、現況届の提出報告が必要です。）

□支給月は、２月、６月、１０月の年３回です。



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（３）子育て世帯への経済的な支援

③児童扶養手当
□ 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を

養育している父または母などに手当を支給します。
＊所得制限があり、全額支給・一部支給・支給停止があります。

支給額は・・・
＊全額支給者：月額４１,４３０円（平成25年10月から月額４１,１４０円）

＊一部支給停止者は、月額４１，４２０円～９，７８０円
（平成25年10月から月額４１,１３０円～９,７１０円）

（児童２人目は、月額５，０００円、３人目以降は月額 ３，０００円が加算）

（毎年８月に資格更新のため、 現況届の提出報告が必要です。）

□ 支給月は、４月、８月、１２月の年３回です。
＊ 父子の家庭に対しても、H22年８月分から児童扶養手当を支給。

④父子手当
□ 父子家庭への児童扶養手当制度が開始されたことに伴いH23年度から廃止



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（３）子育て世帯への経済的な支援

⑤幼児教育・保育に対する支援
□ 幼稚園就園奨励費

私立幼稚園に就園している満３歳以上及び２歳児の保護者に対し、
保育料等保護者負担の軽減を図るため経費の一部を助成します。

【国庫補助事業】国の補助を受けて実施するもので、世帯の市民税額に応じて補

助対象者及び補助額を決定します。（62,200円～308,000円）

【市単独事業】 佐世保市単独で実施するもので、所得による制限はありませ

ん。
園児１人あたり年額４８,０００円（月額４,０００円）補助

【参考】私立幼稚園：３１園 公立幼稚園：７園

□ 保育所保育料
※保育料は、所得に応じて徴収し、原則国基準の１割を減額。（0～52,000円）
※保育料区分は、国の８区分を１２区分に細分化し、負担軽減を行っている。
※保育所、幼稚園に同時入園の兄姉がいる場合、第2子は半額、第３子以降無料。

□ 幼稚園保育料
※小学校３年生以下の兄姉がいる世帯の第２子以降の園児に負担軽減
※幼稚園に同時入園の第２子は半額、第３子は以降無償。



幼稚園と保育園のちがい

文部科学省 厚生労働省



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（４）幼児教育センターにおける取組み

①幼児教育センターにおける幼児教育の充実
□ 「小１プロブレム」を背景に、保育所・幼稚園と小学校の連携が重

要視されていますが、佐世保市では平成24年12月、県内で初めて
「保幼小連携接続カリキュラム」を作成しました。

□ カリキュラムを活用し、施設長会議や担当者会議、実践を重ねて連
携を推進しています。

H20年度 H24年度 H２６年度目標

地域別協議会の実施回数 ０回 ６４回 ３回

幼保小連携講座の参加者数 ２８２人 １，２１３人 ３４０人

講座・研修会の参加者数（幼児教育関係者） １，３３１人 ５８７人 １，４００人

教育相談の実施回数 １０回 １０回 １０回

研修会・講座の参加者数（特別支援教育研修） １６０人 １３０人 ２５０人



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（４）幼児教育センターにおける取組み
③幼児教育・子育て支援全般に関する調査・研究事業

□ 子育ての孤立や多様な情報に振り回されるなど、育児丌安を抱える親が
増えています。このため、育児情報を提供し地域全体で子育てを支えてい
くとう意識を醸成するため、講演会や講座を実施しています。

□ また、在宅親子へ遊び場を提供するなど、子育て支援を実施していま
す。

□ 幼児教育・子育て支援全般に関する調査・研究事業

H20年度 H24年度 H２６年度目標

子育て講演会・子育て講座の参加者数 １，８３９人 １，８９２人 ２，３５０人

子育て講演会 ２回 ２回 ２回

親育ち講座 １６回 ２４回 ２４回

孫育て講座 ２回 ２回 ２回

企業・父親育児講座・相談会 ３回 ４回 ５回

子育て支援親子遊び・講演会 ０回 ２回 ２回

離乳食講座・幼児食講座 １３回 ２０回 ２１回

きらきら広場の参加者 １，０１５人 １，１５３人 １，１６０人

子育てトークの開催回数 ４回 ５回 ５回

子育て支援親子遊びの開催回数 ３回 ５回 ５回



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（５）子どもが心身ともに健全に育つための教育環境の整備

①きめ細かな学校教育の充実
□ 特色ある学校づくりや信頼される学校づくりを推進していくため、

教職員研修の充実やHPの充実など情報公開に努めています。

H20年度 H24年度 H２６年度目標

学校評価で「学校の指導方針は共感でき、
特色ある教育活動に満足できる」と感じて
いる児童生徒、保護者、地域住民の割合

７９％ ８２.６％ ９０％

学校評価で「先生は子どもをよく理解し、
授業がわかりやすい」と感じている児童生
徒、保護者、地域住民の割合

７８％ ８０.６％ ９０％

講演会の参加者数 ６００人 １，０６７人 ７００人

総合型地域スポーツクラブ ４か所 ９か所 ９か所



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（５）子どもが心身ともに健全に育つための教育環境の整備

②子どもの環境問題の解決へ向けた学習意欲の高揚
□ 子どもたちが環境問題に関心を持ち、自主的な環境保全活動を行う

ようになるために、環境学習の場や機会の提供、活動支援を行ってい
ます。

H20年度 H24年度 H２６年度目標

こどもエコクラブ登録数 ９７１人 １，５４７人 １，１００人

講座・研修会等の開催回数 ３２回 ３７回 ４２回

学校版環境ISOの導入学校数 ４校 １０校 全小中学校



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（６）子どもの安全・安心な生活環境の整備

①虐待への対応
□ 子どもに関する総合相談窓口である「子ども子育て応援センター」

には、教育相談員、家庭相談員、児童福祉相談員、心理相談員などの
専門職を配置しています。

児童虐待への対応については、子ども子育て応援センターと児童相
談所をはじめ学校、保育所・幼稚園、民生委員・児童委員などの関係
団体等と連携を図りながら対応に当たっています。

また、母子健康手帳交付時や乳児家庭全戸訪問、乳幼児健康診査を
通じて早期発見に努めています。

H20年度 H24年度 H２６年度目標

児童虐待問題終結の割合 ３７％ ５０.９％ ４５％



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（６）子どもの安全・安心な生活環境の整備

②子育てバリアフリーの推進
□ 妊婦や子ども連れの方〄の利便性を向上するため、公共施設にベ

ビーベットやベビーチェア、授乳室の整備を進めています。

＊ 平成２２年度に、支所や図書館、動植物園など市内５５の公共施設に、ベビー
ベッド、ベビーカー、トイレ用ベビーチェア、オムツ交換台などを設置しまし
た。

□ 子育て応援マップやバリアフリー施設検索サービスをHPにアップす
るなど、安心して外出できるように情報の提供に努めています。



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（６）子どもの安全・安心な生活環境の整備

③幼児交通安全教育
□ 子どもの交通事故予防を図ります。
□ 交通安全に対するルールや交通マナーなどわかりやすい幼児交通安

全教育を実施しています。

④子どもを対象とした防犯指導の実施
□ 小中学校では、防犯訓練や安全指導を通して、丌審者侵入時の避難

訓練を実施しています。

H20年度 H24年度 H２６年度目標

幼児交通安全教育実施施設数 １２２施設 １３４施設 １５５施設

H20年度 H24年度 H２６年度目標

避難訓練実施校数 全小中学校 全小中学校 全小中学校



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（６）子どもの安全・安心な生活環境の整備

⑤「子ども１１０番の家」など緊急避難所の設置促進
□ 「子ども１１０番の家」は、各警察署、PTA／育友会・健全育成会、

郵便局、佐世保タクシー協会などが各〄設置されています。
ひきつづき、関係機関への協力をお願いしていきます。

⑥警察と学校等とのファクスネットワーク等の活用
□ 各警察署館内において、幼児・児童生徒の安全を脅かす事案が発生

した場合、各警察署から保育所・幼稚園、小中学校等にファクスで状
況や注意を呼びかけるネットワークを構築しています。

□ 長崎県警では、平成１８年４月から「安心メール・キャッチくん」
の運用を開始し、情報配信サービスを行っています。

H20年度 H24年度 H２６年度目標

「子ども１１０番の家」設置状況 ２，０００か所 １，９５８か所 ２，２００か所



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

（６）子どもの安全・安心な生活環境の整備

⑦学校における防犯のための施設整備
□ 安全で豊かな学校環境のために、必要に応じた安全対策、防犯対策

など学校施設の整備を行っています。

⑧児童福祉施設等における耐震化
⑨学校の耐震化

□ 公立児童福祉施設・公立幼稚園、小中学校の耐震化を推進します。

H20年度 H24年度 H２６年度目標

防犯のための施設整備 全小中学校 全小中学校 全小中学校

H20年度 H24年度 H２６年度目標

公立児童福祉施設等及び公立幼稚園の
耐震化率 ５６.１％ ８９.５％ １００％

小学校・中学校の耐震化率 ５８.９％ ８０.１％ ９２.４％



１ 子どもを安心して産み育てることのできる環境の充実

※その他の制度と施設
□交通遺児小・中学校入学、中・高等学校卒業祝金

交通遺児で、小・中学校に入学または、中・高等学校を卒業するとき

に児童の保護者に祝い金を支給します。
①小学校入学 １人 50,000円 中学校入学 １人 100,000円
②中学校卒業 １人 150,000円 高等学校卒業 １人 300,000円

□児童発達支援センター（すぎのこ園）
障がい児を対象に、日〄家庭から通園し保育することにより、基本的

な生活習慣の習得や、健康の保持など社会生活に適応できるよう個別
的、集団的な指導をおこなっています。

＊設 置 場 所 干尽町
＊通園児の対象 おおむね２歳以上～就学前まで
＊支 援 時 間 午前１０時～午後２時３０分まで／定員 ３０人

□障がい児保育

保育所に入所する障がい児に対応するため、別途、保育士を配置し適

正な保育に努めています。
＊専任の保育士を配置（児童２名に１名配置）

□私立幼稚園・私立保育所への研修費補助
教育・保育環境の向上のため、幼稚園協会・保育会への研修会開催経費等を助

成しています。



２ 地域での子どもと子育て支援

（１）地域での子育て支援サービス

①地域子育て支援センター事業（Ｈ24 ：<私立>６か所 <公立>５か所）

子育て家庭への育児支援のため、保育園等で在宅親子への支援を行って
います。
①子育て親子の交流の促進 ②子育て等に関する相談の実施
③子育て支援に関する情報の提供 ④講習等の実施

<私立>日野・菫ｹ丘（黒髪）・ルンビニ（崎岡）・おはし（吉井）・
ゆりかご（世知原）・よんぶらこ（４ｹ町内）

<公立>北部（相浦）・中部（大黒）・東部（広田）子育て支援センター
子ども発達センター、幼児教育センター

<その他>認定こども園に１６か所設置

地域子育て支援センター
H20年度 H24年度 H２６年度目標

１３か所 ２７か所 ２８か所



わいわい広場

シーユー

巡回子育て支援
シーユー



２ 地域での子どもと子育て支援

（１）地域での子育て支援サービス

②延長保育・夜間保育
(ｱ)延長保育促進事業（Ｈ２４：５７園）

保育所の開所時間は、通常、午前７時から午後６時までの１１時間

ですが、時間を超えて保育を行っています。

H20年度 H24年度 H２６年度目標

午後７時まで延長 ５２か所 ５７か所 認可保育所全園

上記のうち、午後８時まで延長 １２か所 １５か所 ２０か所

(ｲ)夜間保育事業（Ｈ２４：２園）
夜間保育は、通常11時から午後10時までですが、時間を超えて保

育を行っています。<島地シティ・佐世保ステーション>

夜間保育
H20年度 H24年度 H２６年度目標

２か所 ２か所 現状維持



２ 地域での子どもと子育て支援

（１）地域での子育て支援サービス

③一時預かり保育
保育の対象とならない児童の保護者の育児支援や病人介護、冠婚葬祭

などにより一時的に保育所で児童を預かり保育するものです。
専任の保育士２名を必ず配置する必要があります。

<自主事業として実施している園も多数あります>

一時預かり保育
<自主事業を含む>

H20年度 H24年度 H２６年度目標

３７か所 ４８か所 ４７か所

休日保育サービス
H20年度 H24年度 H２６年度目標

４か所 ４か所 ７か所

④休日保育
保育所が休みとなる休日等に保育を必要とする就学前児童に対し、休日

等に保育所を開所して保育します。

<アトム・かいぜ・ルンビニ・佐世保ステーション>



２ 地域での子どもと子育て支援

（１）地域での子育て支援サービス

⑤地域における子育て支援意識の高揚
地域で子どもや子育てを支えるという意識を高めるため、子育て講演会、

孫育て講演会、企業等への講演会、イベント等を開催しています。
また、学校、家庭、地域の連携を深めます。

H20年度 H24年度 H２６年度目標

親育ち講座の開催回数 １６回 ２４回 ２４回

祖父母の孫育て講座の参加者数 １１１人 ５５人 １２０人

子育て講演会等の参加者数 １，０８９人 １，１４５人 １，６００人

入学説明会を活用した子育て講座 ４３講座 ４７講座 ４７講座

PTA等による子育て講演会参加者数 ３７４人 ３８７人 ６３０人

自然体験学習「えぼし子ども村」参加者数 ６５人 事業廃止 ８０人

学校支援会議設置数 ６０校 ７５校 全小中学校



２ 地域での子どもと子育て支援

（１）地域での子育て支援サービス

⑥子育て支援サークルのサポート（Ｈ24 ：３４サークル）
幼児教育センターにおいて、子育てサークルの事務局

として、サークルの立ち上げに関する相談やサークル活
動の支援の充実を図っています。

子ども育成ﾈｯﾄﾜｰｸ会議の
参加団体数

H20年度 H24年度 H２６年度目標

１０団体 １３団体 子ども・子育て会議

⑦子育て支援機関・団体との連携
活動の連携、情報交換の充実を図るため、子育て支援のネットワーク構

築を図りました。

<平成2５年度・26年度は「子ども・子育て会議」に替えます。



２ 地域での子どもと子育て支援

（１）地域での子育て支援サービス

⑧子育て支援情報の発信
保育所や幼稚園等のHP整備を推進しています。
子育て支援に関する情報誌やHPなど、利用者が必要とする子育て支援

情報を把握し、発信しています。<H24年度からfacebook開始>

H20年度 H24年度 H２６年度目標

放課後子ども教室 ４２小学校区 ４６小学校区 全小学校区

放課後児童クラブ ３１か所 ４５か所 ４７か所

⑨放課後子どもプランの推進
平成20年３月に「佐世保市放課後子どもプラン」を策定し、子ども

が安全で安心して活動できる場所を整備しています。また、地域社会と

の繋がりや様〄な体験学習や交流活動の取り組みを推進しています。

H20年度 H24年度 H２６年度目標

保育所・幼稚園等のHP開設数 ７６か所 ９７か所 全園

メールマガジン登録者数 １９０人 ２２４人 ５２０人



２ 地域での子どもと子育て支援

（２）子どもや子育てを支える地域施設

①保育所・幼稚園等における様々な取組み

幼児教育の充実を図るとともに、保育所・幼稚園の園庭開放や育児相談
など、地域の子育て支援の中心となるよう機能の充実を図っています。

H20年度 H24年度 H２６年度目標

保育士・教職員研修、幼保小連携講座等の
参加者数

１，７７３人 １，９３０人 ２，０２０人

地域連携事業の実施小学校区 ６校区 ２５校区 ４４校区

公立保育所における第三者評価の２回目実施 ０か所 ０か所 全公立保育所

公立幼稚園における第三者評価の実施 ０か所 ０か所 全公立幼稚園



２ 地域での子どもと子育て支援

（２）子どもや子育てを支える地域施設

認定こども園
H20年度 H24年度 H２６年度目標

２か所 １６か所 １７か所

②認定こども園
認定こども園とは、保育所、幼稚園等において「就学前の子どもに幼児

教育・保育を提供する機能」と「地域における子育て支援を行う機能」を
備え、県から認定を受けた施設です。

認定申請を行う団体（施設）に対して、県や関係機関との連携を図り、
認定申請がスムーズに進むよう対応しています。

<平成２５年４月現在 >
＊幼保連携型 ・・ ３園
＊幼稚園型 ・・・１１園 ＊保育所型 ・・・４園



２ 地域での子どもと子育て支援

（２）子どもや子育てを支える地域施設

H20年度 H24年度 H２６年度目標

公立・私立児童C及び児童交流C
利用者数 161,288人 121,197人 178,000人

③児童センター・児童交流センター（Ｈ24 ：１１館）
遊びの場所を提供して、子どもたちの健全な育成を目指す施設です。

＊<公立>児童センター９館
<稲荷・大野・黒髪・相浦・早岐・春日・広田・山澄・宇久児童センター>

＊<公立>児童交流センター１館<ことひら>

＊<私立>児童センター１館<光の子･･･上原町>



２ 地域での子どもと子育て支援

（２）子どもや子育てを支える地域施設

病児保育サービス
H20年度 H24年度 H２６年度目標

４か所 ４か所 ５か所

④病児保育（Ｈ24 ：４か所）

保育所や幼稚園、小学校（低学年）に通う子どもたちが、病気のために集団

保育ができない時、小児科に設置した病児保育室で保育します。

①さいくさ小児科（権常寺１丁目） ②あずま小児科（瀬戸越４丁目）
③かんべ小児科（木宮町） ④くすもと小児科（稲荷町）

■開所時間：８：３０～１８：００（休 日：日曜・祝日、年末年始、その他休診日）
■利 用 料：1日、２，０００円【別途、文書料（紹介料）５００円】

(1)生活保護世帯、所得税非課税かつ住民税非課税 無料
(2)所得税非課税かつ住民税課税並びに兄弟児同時利用の２子目以降の児童又は連続

４日以上利用の第１子目の児童 １，０００円減額



２ 地域での子どもと子育て支援

（２）子どもや子育てを支える地域施設

登録会員数
H20年度 H24年度 H２６年度目標

８５８人 １，２０３人 １，３００人

⑤ファミリーサポートセンター
子育てをお手伝いできる方とお手伝いしてほしい方が会員として登録し、

市民同士で子育てを支えあうという事業です。

【主な活動】
＊保育終了後の子どもの預かり
＊保育施設までの送迎
＊放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり etc
<１時間／７00円～８00円，病後児１時間／９00円>



２ 地域での子どもと子育て支援

（２）子どもや子育てを支える地域施設

⑥へき地保育所（市内３か所）

交通条件に恵まれない離島等の地域で、就学前の保育を必要とする児童の

ためにへき地保育所を設置しています。

＊浅子保育所（浅子町） ＊高島保育所（高島町） ＊宇久ふたば保育所（宇久町）

⑦認可外保育施設（H25.５月現在 30園）

認可以外の保育施設があり、一部運営支援等を行っています。

□認可外 （定員20名以上）１9園 （定員20名未満）５園
□事業所保育所 6園
□家庭的・居宅訪問型保育 なし



２ 地域での子どもと子育て支援

（３）子どもや子育てを支える生活環境の整備

①子どもや子育て家庭が集う魅力ある公園づくり

子どもたちの遊び場、子育て活動と交流の場として活用

されるよう魅力あ る公園づくりを推進します。
＊ 平成2４年３月に 「佐世保市子ども未来基金」を活用し、

佐世保公園に大型遊具を設置しました。
＊外遊びが子どもの成長にとって大切なものと考え、「子ど

もの遊び場づくり」を実施しています。

○佐世保公園や地域に出向き、
１日プレイパークを実施して
います。

②子育て家庭に配慮した住宅の整備
多子世帯に対して、市営住宅の入居について優遇的な取り扱いを行うな

ど、子育てにより良い住環境の提供に努めています。



２ 地域での子どもと子育て支援

※その他

□ 児童福祉週間 5/5～5/11の１週間
＊「わんぱくひろば」の開催

児童福祉週間に、親子で触れ合うきっかけ作りとして、平成９年度から

実行委員会に委託して、「親子で遊ぼう、させぼわんぱくひろば」を実施して
います。

＜実行委員会＞民生委員児童委員協議会主任児童委員部会、私立幼稚園協会、
保育会、認可外保育所協会、長崎短期大学、社会福祉協議会、
教育委員会、公立保育所、公立幼稚園会、子ども未来部（順丌同）

http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/www/contents/1240793023618/activesqr/common/other/5178e3e3002.pdf


３ 子育てと仕事の両立支援

（１）子育て世帯の育児と就労の両立を支援する

①保育所入所定員や施設の整備（H24：保育所６６施設）

保育所に入所している児童の保育環境の改善や障がい児の受け入れを
促進するため、民間保育園の施設整備を行っています。

□保育所（H25.６月現在） （私立）６２園 （公立） 4園<内、委託園１>

※年度当初の待機児童はいないが、後半になると待機児童がでる状況にあります。

年度当初保育所待機児童
H20年度 H24年度 H２６年度目標

０人 ０人 現状維持

【参考】
H24年度待機児童の推移

４月 ７月 １０月 １月

０人 １０人 ２６人 ３１人



３ 子育てと仕事の両立支援

（１）子育て世帯の育児と就労の両立を支援する

②認定こども園（再掲） ③延長保育・夜間保育（再掲）

④一時預かり（再掲） ⑤休日保育（再掲） ⑥病児保育（再掲）

⑦児童クラブ（再掲）（H２４：４５クラブ）
保護者の就労等の理由で、放課後に養育するものがいない小学生の家庭

に代わる施設として、児童クラブを設置しています。
*  母子・父子家庭の児童及び兄弟姉妹が通所している場合の２人目以降の児童の保

育料負担の軽減のため、１人月額５,０００円を限度として、保育料が軽減されま
す。《所得制限があります。》

※ 各小学校区に１か所を設置基準とし、留守家庭児童が多い学校区には、
２か所以上の児童クラブを設置する場合がある。

児童クラブの設置状況
（４９小学校区中）

H24年度 H25年度 H26年度

３５校区、４５クラブ ３６校区、４６クラブ ４７クラブ



３ 子育てと仕事の両立支援

（１）子育て世帯の育児と就労の両立を支援する

⑧ファミリーサポートセンター（再掲）

⑨へき地保育所（再掲）

⑩看護師等配置促進
毎月初日において乳児が９人未満であり、最低基準の保育士とは別に

看護師等を加配している保育所に助成することで、乳幼児の病気等への
対応や適切な健康管理を図ります。

年度当初における看護師等
の配置率

H20年度 H24年度 H２６年度目標

６６.１％ ７２.７％ ８０％



３ 子育てと仕事の両立支援

（１）子育て世帯の育児と就労の両立を支援する

⑪企業の子育て支援

⑫多様な保育サービスに対する更なる検討
多様化する保育ニーズの把握に努めながら、随時柔軟に対応していき

ます。

H20年度 H24年度 H２６年度目標

講演会・育児相談会の開催回数 ３回 ４回 ３回

父親向け育児講座･イベント・相談会の
開催回数及び参加者数

１４回
１，０００人

１５２回
４，１６３人

１６回
１，２３０人

講演会や育児相談会などハローワーク、商工会議所などの関係機関と協
力して、仕事と育児、介護が両立できる就業環境の向上に努めます。
※ 平成２４年２月には、商工会議所等の協力を得て、市内約3,000事業所に「子

の看護休暇など、子どものための休暇取得」の促進についてのお願いとして、
「市長からの手紙」をお送りしました。



１９年度 ２０年度 21年度 22年度 23年度 ２４年度

就学前児童数
（５/１）

１３，８８８ １３，７３７ １３，５５０ １４，０６４ １４,２９２ １４,４１７

保育所入所
児童数（５/１）

４，４１８ ４，５２３ ４，５８２ ４，８６４ ５，０３９ ５,２２１

幼稚園入園
児童数（５/１）

３，５９７ ３，３６０ ３，３８５ ３，３７５ ３,３６８ ３,４８１

延長保育利用
者数（私立分）

１２１，９９１ １３４，６１３ １４１，２７６ １５０，３１１ １５６，１３６ １６８,３９４

休日保育
利用者数

２，０１５ ２，０３１ １，７３３ １，８２０ １,５３０ １,５３７

障がい児の
保育所入所数

１７ ２５ ３８ ３４ ３４ ３４



１９年度 ２０年度 ２１年度 22年度 23年度 24年度

地域子育て支援
ｾﾝﾀｰ利用者数

１０４，１３３
含公立

９０，９２９
含公立

７７，４１６
含公立

８８，７４７
含公立

８９，１４３
含公立

１０５,４８３
含公立

保育所地域
活動事業数

１１７事業 １１５事業 １１９事業 １３９事業 １２９事業 １６事業

病（後）児保育
利用者数

４施設
１，６７９

４施設
１，９１１

４施設
２，２８９

４施設
２，８５７

４施設
３，２４４

４施設
２,５８４

児童ｾﾝﾀｰ
利用者数

１１館
１７６，２８５

１１館
１６１，２８８

１１館
１２６，１５９

１１館
１１７，６７９

１１館
１３１，１８８

１１館
１２１，１９７

児童クラブ
登録児童数

２７クラブ
１，３６０

３１クラブ
１，４４９

３５クラブ
１，４９４

４０クラブ
１，６２１

４４クラブ
１,７２５

４５クラブ
１，７１６



予算体系比較 単位：千円
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平成１０年度

平成２５年度
40,629,336

歳出総額：112,840,235千円

うち、民生費： 40,629,336千円



民生費予算比較 単位：千円

平成１０年度

平成２５年度

9,875,344

4,627,9905,819,907

39,5962,671,732

17,580,579

13,200,137

9,772,859

13,643 62,118

グラフタイトル

平成１０年度 平成２５年度

子ども未来部：平成25年度当初予算

児童福祉費：13,200,137千円

保健所費 ： 335,346千円
教育費 ： 731,527千円
合 計：14,267,010千円
【市全体予算の12.64％】



子どもが尊重され、幸せに育つとともに、子どもが
誇りを持つことのできるまちとなることを目指して！

<基本理念>
①子どもの人格が尊重され、最善の利益が考えられること
②子どもが優しさやたくましさを身につけ、人を愛し、郷土や国を愛し、 世界の
平和を願い、自然を大切にする心、社会の役に立とうとする意識、世界に通
じる広い視野と豊かな国際感覚を養うことができるよう支援されること。

<役 割>
◇市民の役割・・・・・子どもの育成に積極的にかかわるよう努める。
◇保護者の役割・・・子どもが基本的な習慣や社会的ルールを身につけるよう努める。
◇地域等の役割・・・子どもを育てる活動を積極的に進め、地域コミュニティの輪の拡

大に努める。

◇学校等の役割 ・・保護者や地域と連携を図り、心身の健康と安全確保に努める。
◇企業等の役割 ・・子どもの育成に関する活動に協力するよう努める。
◇市の責任と役割 ・ 社会全体で子どもを育むための施策を実施するとともに、子ども

に関する施策の総合化に向けた取組みを行う。

佐世保市子ども育成条例
平成１８年６月２９日公布・施行


